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再度の申入れ 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 従前の当団体の申入れに対して，貴職らは，令和４年１２月９日付「ご連絡」と

題する書面にて，『「シアーミュージック入会規約」の「１７.受講資格の喪失」に

ついて、再申入書面記載の申入れ事項の通り、「・受講資格の喪失後に、当社によ

る誤った請求によりお支払いを頂いた場合等、正当な理由がない限り、返金は致し

かねます。」との記載は削除致します。』と回答されるなど，当規約の改訂を約束

されました。 

 しかしながら，今般，当団体に当規約の改訂がなされていないという情報提供が

ありました。 

 当該情報提供は，改訂前のものの可能性がありますが，当団体においても確認し

たいため，令和７年１２月１８日までに現在の規約を当団体宛ご開示ください。 

万一，規約の改訂がなされない場合，当団体は，貴社に対し，消費者契約法４１

条１項の請求として差止請求書を送付し，消費者契約法が定める差止請求に係る訴

えを提起する予定であることを申し添えます。 

敬具 
 


